
JP 2017-530939 A5 2018.9.6

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成30年9月6日(2018.9.6)

【公表番号】特表2017-530939(P2017-530939A)
【公表日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2017-505213(P2017-505213)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   6/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｃ   8/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｃ   5/77     (2017.01)
   Ａ６１Ｃ   5/20     (2017.01)
   Ａ６１Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｃ  13/003    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ    6/00     　　　Ｄ
   Ａ６１Ｃ    8/00     　　　Ｚ
   Ａ６１Ｃ    5/77     　　　　
   Ａ６１Ｃ    5/20     　　　　
   Ａ６１Ｃ    7/00     　　　　
   Ａ６１Ｃ   13/003    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月30日(2018.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーツキットであって、
　多孔質ジルコニア材料を含む歯科用ミルブランクと、
　前記多孔質ジルコニア材料を着色するための着色溶液とを含み、
　前記多孔質ジルコニア材料は、前記多孔質ジルコニア材料の重量に対する重量％として
、
　ＺｒＯ2として計算される酸化ジルコニウム８０～９７重量％と、
　Ａｌ2Ｏ3として計算される酸化アルミニウム０～０．１５重量％と、
　Ｙ2Ｏ3として計算される酸化イットリウム１～１０重量％と、
　Ｂｉ2Ｏ3として計算される酸化ビスマス０．０１～０．２重量％とを含み、
　前記多孔質ジルコニア材料は、Ｆｅ2Ｏ3として計算されるＦｅを０．０１重量％を上回
る量では含まず、
　前記着色溶液は、
　一又は複数の溶媒と、
　Ｔｂ、Ｅｒ、Ｐｒ、Ｍｎ又はこれらの組合せから選択される金属イオンを含む一又は複
数の着色剤とを含み、
　前記溶液は、前記着色溶液の重量に対する重量％として、Ｆｅイオンを０．０１重量％
を上回る量では含まず、
　前記溶液は、Ｂｉイオンを０．０１重量％を上回る量では含まない、パーツキット。
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【請求項２】
　前記パーツキットが、前記多孔質ジルコニア材料から機械加工された、歯科修復物の形
状を有する物品の表面の少なくとも部分に、前記着色溶液を塗布する処理ステップを含む
使用説明書を更に含む、請求項１に記載のパーツキット。
【請求項３】
　前記着色溶液が、
　前記溶液の重量に対するものとして、それぞれが０．０１重量％を上回る量の、Ｄｙ、
Ｓｍ、Ｅｕ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｖ、Ｍｏ及びこれらの組合せから選択されるイオンと、
　ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2及びこれらの混合物から選択される非可溶性粒子と、のう
ち、少なくとも１つを含まない、請求項１又は２に記載のパーツキット。
【請求項４】
　前記着色溶液が、下記の構成成分、
　一又は複数の錯化剤、
　一又は複数の増粘剤、
　一又は複数のマーカー物質、
　一又は複数の添加剤、
　及びこれらの混合物のうち、少なくとも１つを更に含む、請求項１～３のいずれか一項
に記載のパーツキット。
【請求項５】
　前記着色溶液が、下記の特徴、
　前記溶液が水を含む場合、ｐＨ値が０～９であることと、
　粘度が２３℃で１～２，０００ｍＰａ＊ｓであることと、
　透明であることと、
　着色されていることと、
　保存安定性であることと、のうち、少なくとも１つを特徴とする、請求項１～４のいず
れか一項に記載のパーツキット。
【請求項６】
　前記多孔質ジルコニア材料が、下記の構成成分、
　Ｔｂ、Ｅｒ、Ｐｒ、Ｍｎ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ｖ、Ｍｏ、Ｃｏから選択され、前記多孔質ジル
コニア材料の重量に対するものとして０．０１重量％を上回る量の、一又は複数の着色イ
オン、
　ガラス、
　ガラスセラミック、
　（二）ケイ酸リチウムセラミック、
　又はこれらの組合せのうち、少なくとも１つを含まない、請求項１～５のいずれか一項
に記載のパーツキット。
【請求項７】
　前記多孔質ジルコニア材料が、下記のパラメータ、
　（ａ）ヒステリシスループを伴うＮ2吸着及び／又は脱着等温線を示さないことと、
　（ｂ）平均粒度が約１００ｎｍ未満又は約８０ｎｍ未満又は約６０ｎｍ未満であること
と、
　（ｃ）ＢＥＴ表面が２～２０ｍ２／ｇであることと、
　（ｄ）２軸曲げ強度が８～８０ＭＰａであることと、
　（ｅ）ビッカース硬度が２５（ＨＶ　０．５）～１５０（ＨＶ　１）であることとのう
ち、少なくとも１つ又は全てを満たす、請求項１～６のいずれか一項に記載のパーツキッ
ト。
【請求項８】
　前記多孔質ジルコニア材料が、下記のパラメータ、
　（ａ）ヒステリシスループを伴うＮ2吸着及び／又は脱着等温線を示すことと、
　（ｂ）ＩＵＰＡＣ分類によるＩＶ型の等温線のＮ2吸着及び脱着、並びにヒステリシス
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ループを示すことと、
　（ｃ）ＩＵＰＡＣ分類によるＨ１型のヒステリシスループを伴うＩＶ型のＮ2吸着及び
脱着等温線を示すことと、
　（ｄ）０．７０～０．９５のｐ／ｐ０の範囲で、ＩＵＰＡＣ分類によるＨ１型のヒステ
リシスループを伴うＩＶ型のＮ2吸着及び脱着等温線を示すことと、
　（ｅ）平均連結孔径が１０～１００ｎｍであることと、
　（ｆ）平均粒度が約１００ｎｍ未満であることと、
　（ｇ）ＢＥＴ表面が１０～２００ｍ２／ｇであることと、
　（ｈ）２軸曲げ強度が１０～７０ＭＰａであることと、
　（ｉ）ビッカース硬度が２５（ＨＶ　０．５）～１５０（ＨＶ　１）であることとのう
ち、少なくとも１つ又は全てを満たす、請求項１～６のいずれか一項に記載のパーツキッ
ト。
【請求項９】
　前記歯科用ミルブランクが、下記の特徴、
　形状が立方形又は円筒形又は円盤形であることと、
　サイズが、立方形の形状では１９ｍｍを上回るｘ、ｙ及びｚの寸法であり、円筒形の形
状では１９ｍｍを上回る直径、１９ｍｍを上回る長さであることと、
　前記歯科用ミルブランクを機械加工装置に装着するための手段を含むことと、のうち、
少なくとも１つを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載のパーツキット。
【請求項１０】
　前記歯科用ミルブランクが、
　立方形、円筒形又は円盤形の形状を有することと、
　前記歯科用ミルブランクを機械加工装置に装着するための手段を含むことと、を特徴と
し、
　前記多孔質ジルコニア材料が、
　ｘ、ｙ、ｚの寸法が少なくとも１９ｍｍであることと、
　密度が理論密度の３０～９５％であることと、
　収縮挙動が等方性であることと、を特徴とし、
　前記多孔質ジルコニア材料が、前記多孔質ジルコニア材料の重量に対する重量％として
、
　ＺｒＯ2として計算される酸化ジルコニウム８０～９７重量％と、
　Ａｌ2Ｏ3として計算される酸化アルミニウム０～０．１５重量％と、
　Ｙ2Ｏ3として計算される酸化イットリウム１～１０重量％と、
　Ｂｉ2Ｏ3として計算される酸化ビスマス０．０１～０．２０重量％と、を含み、
　前記多孔質ジルコニア材料が、
　０．０１重量％を上回る量の、Ｆｅ2Ｏ3として計算される酸化鉄、
　０．０１重量％を上回る量の、Ｔｂ2Ｏ3として計算される酸化テルビウム、
　０．０１重量％を上回る量の、Ｅｒ2Ｏ3として計算される酸化エルビウム、
　０．０１重量％を上回る量の、ＭｎＯ2として計算される酸化マンガン、
　ガラス、ガラスセラミック、又は二ケイ酸リチウム材料を含まないことを特徴とし、
　前記着色溶液が、
　溶媒として水を２０～９５重量％の量で含むことと、
　前記金属イオンの重量に対するものとして計算される、Ｔｂ、Ｅｒ、Ｍｎ又はこれらの
組合せのイオンを０．２～８重量％の量で含む一又は複数の着色剤を含むことと、
　前記溶液が、前記溶液の重量に対する重量％として、Ｆｅイオンを０．０１重量％を上
回る量では含まないことと、
　前記溶液が、Ｂｉイオンを０．０１重量％を上回る量では含まないことと、
　前記溶液が、Ｄｙ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｖ、Ｍｏ又はこれらの組合せから選択さ
れるイオンを、約０．０１重量％を上回る量では含まないことと、
　前記着色溶液が０～９の範囲のｐＨ値を有することと、
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　前記着色溶液が、２３℃において、１～２，０００ｍＰａ＊ｓの範囲の粘度を有するこ
とと、を特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載のパーツキット。
【請求項１１】
　歯科修復物の製造方法であって、前記方法は、以下の工程
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の多孔質ジルコニア材料を含む歯科用ミルブラン
クを提供することと、
　前記多孔質ジルコニア材料から、歯科修復物の形状を有し、外表面及び内表面を有する
物品を機械加工することと、
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の着色溶液を提供することと、
　前記着色溶液を、歯科修復物の形状を有する前記物品の前記外表面の少なくとも部分に
塗布することと、
　任意に、前記物品を乾燥させることと、
　任意に、前記物品を焼結し、焼結歯科修復物を得ることと、を含む、方法。
【請求項１２】
　前記歯科修復物が、クラウン、ブリッジ、インレー、オンレー、べニア、前装、コーピ
ング、クラウン及びブリッジフレームワーク、インプラント、アバットメント、歯科矯正
装置又はこれらの一部の形状を有する、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
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